
せいよ ライフイベント別
お役立ち情報

西予市では、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を
充実させることにより、「子育てするなら西予」の実現を目指します。

主要な経済支援メニューをご紹介します。
市ホームページに
子育てに関する情報を
まとめて掲載しています➡

子育てするなら西予

　妊娠期から 18歳までの子育て世帯、こどもを対
象に、母子保健と児童福祉を一体的に支援を行う相
談窓口をひとつにしました。
　さまざまな機関と連携をとりながら、子育ての悩
みに寄り添い解決に向けた支援を行います。

西予市こども家庭センター

0894-89-0018
はやく ゼロゼロエイティーン

℡

● 母子健康手帳等の交付
● 乳幼児健診・相談・教室
● 妊娠、子育て等の悩み相談
● 児童、生徒の悩み等の相談
● ヤングケアラーや児童虐待等の相談支援
● 子どもの発達や障害に関する相談
● 不登校に関する相談

連絡通路

子育て支援課
教育総務課

上下水道課 まなび推進課健康づくり推進課
医療介護推進室

学校教育課こども家庭センター
会議室（こども家庭支援室）

西予市役所
庁舎 2F

令和 7年度版



結婚新生活支援※

  住宅取得・リフォーム・住宅賃借・引越費用の補助

  時短・省エネ家電購入費経費の補助

不妊治療費助成

  妊娠前検査費用の補助※

〇補助上限額：夫婦合わせて３万円（１回限り）
※年齢制限なし

  先進医療に係る費用の補助※

特定不妊治療と併用して行われる医療
〇補助上限額：５万円（1回につき）

  一般不妊治療の補助
〇回数・補助額制限なし
※高額療養費、付加給付は含まない

妊娠を望む夫婦や不妊の悩みを持つ夫婦の経済的負担を軽減

妊婦のための支援給付
妊婦に対して５万円を支給
（胎児心音が確認できた方）

出産・不妊治療等通院交通費補助※

妊娠や出産・不妊治療等の通院に係る公共交通機関または
高速道路の交通費一部を補助
〇補助上限：10万円（1人）

結 婚

妊娠・出産

ウッドスタート

こどもの健やかな成長を願って
10か月相談時に木のおもちゃをプレゼント

「西予のつりあそび」
西予の海（さかな）、山（みかん）、
里（おすもうさん）がデザインされている

◇対象要件１
世帯所得が 500万円以下の新婚世帯
夫婦ともに 29歳以下：補助上限 60万円
夫婦ともに 39歳以下：補助上限 30万円

◇対象要件２
世帯所得が 500万円以上 660万円未満の新婚世帯
夫婦ともに 29歳以下：補助上限 20万円

◇対象要件
世帯所得が 660万円未満の新婚世帯
夫婦ともに 29歳以下：補助上限 20万円

問 こども家庭センター  0894-89-0018

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 こども家庭センター  0894-89-0018
問 こども家庭センター  0894-89-0018

10 か月相談時に木のおもちゃをプレゼント



妊婦のための支援給付
妊娠している子どもの人数に応じて５万円を支給
（出産後）

出産世帯応援※

産後１年以内の出産世帯における育児用品等の購入費を補助　
※年齢制限なし
〇補助上限額：夫婦共に年齢が 35歳以下：20万円
　　　　　　　上記以外　　　 　　　　：10万円

出産世帯奨学金返還支援※

出産世帯において、母子健康手帳の交付から出産後１年
以内の奨学金返還に要した負担額を補助   ※年齢制限なし
〇補助上限額：40万円（1世帯あたり）
　※夫婦各上限 20万円

多子世帯リフォーム等支援※

出産により同居する 18 歳未満の子どもが２人以上
となる世帯に対し、出産後１年以内のリフォーム、
引っ越し費用を補助
〇補助上限：児童が２人：20 万円
　　　　　　児童が３人以上：30 万円

愛顔の子育て応援券

第２子以降の子どもに出生から１歳までの紙おむつが
購入できる応援券（1,000 円×50枚綴）を交付

拡大新生児スクリーニング検査助成

拡大新生児スクリーニング検査に要する費用に対
し、検査費用を補助（上限 12,000 円）

保育料減免
同時入所する第２子保育料及び第３子以降の保育料
（副食費を含む）を無料化

保育所紙おむつ利用支援※

市内に所在する保育所（園）、幼稚園、認定こども園
に通う全年齢児童のおむつを無償化

※ えひめ人口減少対策総合交付金を活用し、県と連携して実施しています

出産～1歳まで

保育所関係
ブックスタート

絵本を介して親子の触れ合いを
もつきっかけを作るため、
4か月健診時に
絵本２冊をプレゼント
問 西予市図書交流館
0894-62-6420

問 こども家庭センター  0894-89-0018

問 こども家庭センター  0894-89-0018

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 子育て支援課 0894-62-6551

西予市独自の支援または国・県の制度から対象を拡充し実施しています



児童手当

子ども医療費助成（18歳まで）

高校生年代までの児童を養育している家庭に一律で手当を支給

３歳未満　15,000 円（第３子以降は 30,000 円）
３歳以上　高校生年代まで 10,000 円（第３子以降は 30,000 円）

就学援助制度
経済的な理由によって小中学校への就学が困難な
児童生徒保護者に対して、学用品費、給食費、修
学旅行費などの経費を給付

高校生年代までの子どもの医療費の自己負担分を助成

問 学校教育課 0894-62-6414

問 まなび推進課 0894-62-6415

中学校進学準備応援金
小学 6年生の保護者に対し、中学進学時に必要な
制服や、学用品等購入の進学準備応援金を支給
（15,000円）

放課後児童クラブ保護者負担金助成
生活保護受給世帯・市民税非課税世帯の放課後児童クラブ
利用負担金の一部を助成

市内県立高等学校遠距離通学費補助
市内高校の振興及び入学者の積極的確保のため、市内高校
へ遠距離通学をする生徒の保護者に通学費を補助
バス及び鉄道通学費助成：
　　定期券・回数券購入費の１／２を補助
単車・自転車購入費補助：
　　単車購入２万円・自転車購入１万円の補助

0歳～18歳まで受けられる支援

学校関係

西予市空き家バンクに登録された空き家を購入する際の
補助金があります。
対象者：18歳未満の子どもがいる世帯、もしくは夫婦の
いずれかが 39歳以下の世帯（10年以上の居住が条件）

対象経費
・空き家の購入費用（土地代を含む）
・登記費用
・空き家の解体費用  上限：200万円（補助率１／２）

西予市子育て世帯等
空き家活用定住支援

問 建設課 0894-62-6410

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 子育て支援課 0894-62-6551

問 子育て支援課 0894-62-6551

１人あたり月額支給額

2 月、４月、６月、８月、10月、12月の偶数月に、それぞれ
の前月分まで（２か月）を支給します。
例）６月の支給日には 4月・5月分の児童手当を支給

支給時期

子育て家庭を応援する取り組み
（サービス）を積極的に行ってい
る事業所等を
「西予市子育て応援事業所」
として認定し、広く周知して
います。

事業所に対する募集の詳細や、
認定された事業所の一覧はコチラ➡

子育て応援事業所


